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Ⅰ 本研究の目的と方法 

 

本研究は子どもの主体的な価値判断能力を育成する

ための小学校社会科授業のあり方について明らかにし，

授業実践を通して具体化しようとするものである。 

価値は「よい」「望ましい」といった判断基準とし

ての機能を有し，個々人の行動だけでなく社会システ

ムを基礎づけ，方向づけてきた．一方で，価値は，あ

る面では一定の欲求を満たすが，同時に別の欲求を抑

制するという2面性を持つため，社会的葛藤や対立の要

因ともなってきた（１）。民主主義社会に生きる私たち

は，このように対立する価値を調整し，社会的価値を

創造することでより良い社会を志向していかなければ

ならない。つまり，「主体的な価値判断能力」とは「恣

意的，あるいは一方的な価値注入から解放され，多様

な立場から公正に価値を吟味，調整し，社会的判断を

下すことのできる能力」と定義できる。中央教育審議

会答申においても，これからの時代に求められる資質

として「知識や思考力等を基盤として社会の在り方や

人間としての生き方について選択・判断する力，自国

の動向とグローバルな動向を横断的・相互的に捉えて

現代的な諸課題を歴史的に考察する力，持続可能な社

会づくりの観点から地球規模の諸課題や地域課題を解

決しようとする態度など」(2)を示し，「公正に選択・

判断」できる資質・能力の育成の必要性を主張してい

る。 

しかしながら，実際の教育現場では，未だに恣意的，

あるいは一方的な立場からの社会科学習が行われてい

る。そのひとつが領土問題学習である．領土問題は，

ナショナリズムに関わる問題であるため，とかく自国

の見方・考え方中心の学習に陥りがちである。 

草原は「国土・国境・領土」をめぐる問題を教える

際に留意する点として「それを解決しがたい欠陥のあ

る状態（problem）としてではなく，解決の見通しのあ

る見解の相違（issue）として示すこと」「『国境・国

土・領土』のような論争的な問題を教室で教えるとき

は，『事実』の意味を組み替えた方がよいこと」「主

張とその根拠を見極め，それらを比較・批評できる批

判的思考力（どの主張が優位か，説得力があるか）と

論争の背景やそこに妥協や合意をもたらす方策につい

ての社会諸科学の概念を知っているということ」（３）

を示している。このように「国境・国土・領土」をめ

ぐる問題については，その解決策を模索することを前

提として，事実を多角的，多面的にとらえ，比較，分

析，評価を行った上で妥協・合意を見出そうとするも

のでなければならない。しかしながらこのような学習

になっていないことが，現在の「領土問題学習」の課

題である。 

本研究は，このような領土問題学習の現状に鑑み，

多様な立場から公正に価値を吟味，調整し，社会的判

断を下すことのできる能力，すなわち主体的な価値判

断能力を育成する社会科授業の在り方を，「竹島問題

学習」を事例に提案しようとするものである。 

 

 

Ⅱ 「竹島学習」の問題点 

 

 平成20年に文部科学省が告示した小学校学習指導要

領解説社会編には竹島の指導に関する記述はなかった

が，中学校学習指導要領解説社会編には「また，我が

国と韓国の間に竹島をめぐって主張に相違があること

などにも触れ，北方領土と同様に我が国の領土・領域

についての理解を深めさせることも必要である」と記

述された（４）．。平成21年に告示された高等学校学習

指導要領解説にも「北方領土など我が国が当面する領

土問題については，中学校における学習を踏まえ，我

が国が正当に主張している立場に基づいて的確に扱い，

領土問題について理解を深めさせることが必要であ

る」（５）と記された。この記述について文部科学省は，

高等学校においても竹島について中学校と同様の指導
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がなされるという趣旨であると説明している。「我が

国が正当に主張している立場」とは以下の点である。 

 

・竹島は，歴史的事実に照らしても，かつ国際法上も

明らかに我が国固有の領土である． 

・韓国による竹島の占拠は，国際法上何ら根拠がない

まま行われている不法占拠であり,韓国がこのような

不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も

法的な正当性を有するものでない．（「外務省ＨＰ」

より） 

 

 小学校においても，基本的にはこのような主張に基

づいた「竹島学習」が行われている。その結果，子ど

もの多くは，「韓国が悪い・日本は正しい」あるいは

「韓国は法に反している・日本は正義」という認識を

持つことになる（６）。しかしながら，これは日本側の

見方であって，韓国の竹島領有の見解は大きく異なっ

ていることは周知の事実である。両国の竹島をめぐる

争点は概ね，以下の点に集約できる。 

 

①漁業資源，海洋資源に関する所有権の問題 

②竹島をめぐる法的手続きの問題（領土所有に関わる

手続きの公正） 

③竹島を固有の領土とする歴史的解釈の問題（７） 

 

上記の①～③についての見解は，「〇〇（政府，団

体，個人など）が主張している」というレベルの事実

である。もちろん日韓共に，その根拠となる史料を示

したうえで主張をしているのだが，そもそもその根拠

である史実の解釈，信憑性を巡って争っている。解決

に向けての前向きな歩み寄りはみられない。「竹島は

日本，あるいは韓国の固有の領土である」という前提

に立つ限り，このように議論は堂々巡りで終わる。竹

島をめぐる問題は，「領土を守り抜くことは国家の主

権，国益に関わる大問題である」という領土ナショナ

リズムに基づくものであるが，これが両国のパートナ

ーシップを著しく損ねる結果となっている。日本は韓

国にとって輸出額4位，日本にとっても韓国は輸出額3

位の重要な貿易国である．また2015年まで日韓通貨ス

ワップ協定を結び，友好な経済関係を維持してきた。

しかしながら，日本が市民団体の慰安婦像の設置を，

慰安婦問題日韓合意違反と見做し，その抗議措置とし

て「日韓通貨スワップ協定に関する協議」を無期限中

断するなど，領土ナショナリズムの影響が日韓両国の

関係に暗い影を落としている。このようにいったん「国

民」のカテゴリーにとらわれてしまうと私たちは「個

人」や「市民」のまなざしを失い，国境や民族を超え

て協働できなくなる。これは両国の利益を著しく損な

うものではないだろうか。したがって，領土問題に関

わる学習は，領土ナショナリズムの枠組みを超えて解

決策を模索するものでなければならない。 

 

Ⅲ 政治的視点からとらえた竹島問題 

 

 竹島をめぐる所有権，法的手続き，歴史的解釈の問

題を分析するには，「そもそも領土とは何か」につい

て明らかにしなければならない．このような領土の概

念は，そもそも政治的視点から構築されたものである

と考える。 

領土の概念は国民国家の概念の文脈でとらえられる。

国民国家は，宗教的権威，あるいは封建的な身分制か

ら人間を解き放ち，公共的な空間を確立して，自由で

自律的な市民社会を形成するために構築された概念で

ある。その国民国家の構成員として位置づけられるの

が国民である。国民は，非国民（国民とみなされない

存在）に対して特権的な権利を有する存在であるため，

「どこからどこまでを国民とするのか」という境界の

確定が不可欠である。そのため，国民国家は以前の国

家よりも国民と領土の範囲をずっと厳密に確定しなけ

ればならなくなった。同時に，国民が分裂して国家の

統合が損なわれることがないように，国民を形成する

過程で，多様な習慣や規範，帰属，アイデンティティ

を一律で均質的なものにつくりかえる必要に迫られる

ことになった。このような明確な領土の確定，国民と

してのアイデンティティの確立こそが，国民国家のナ

ショナリズムである。こうした国民のアイデンティテ

ィは対外的な自己主張，あるいは排除を通して強化さ

れてきた．ナショナリズムによって正当化された国民

は自らの豊かさを他者から守る特権の行使をも認めら

れた。 

このような意味から領土は国民が自らの特権を維持

するための資源とあると同時に，国民としてのアイデ

ンティティの象徴であるとも言える。これらを踏まえ，

社会科授業で扱う「領土」を以下のように定義した。 

 

①国民国家が領有している土地・資源 

②国民の特権（ルール・制度）が保障・維持される範

囲，区域 

③ナショナルアイデンティティの象徴 

  

これらの３つの観点から領土を捉えた場合，竹島問

題は以下のように分析できる。 

 

①土地・資源としての竹島 

竹島は樹木も満足に生育しない岩礁のような小島で，

島そのものには大した価値は認められない。しかし，
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付近は豊かな漁場で，様々な海底資源も埋蔵されてい

る。すなわち竹島の領有を争う実質的な意味は，漁業

資源や海底資源の占有にある。領土から200カイリの範

囲は排他的経済水域であり，水産・鉱物資源並びに海

水，海流、海風から得られる自然エネルギーに対して，

探査，開発，保全及び管理を行う排他的な権利がある。

つまり，両国にとって竹島を領有するか否かは，排他

的経済水域の拡大の意味を持つ。 

 

②国民の特権が保障・維持される範囲，区域としての

竹島 

 竹島周辺の漁業資源や海底資源の権利は，1998年に

締結された日韓新漁業協定によって，「共同利用」と

いう形で両国に保障されている。協定では双方の排他

的経済水域が重なる海域を水産資源の共同利用や保護

ができる暫定水域に設定しており，竹島はこの暫定水

域内に位置している。暫定水域では以下の３つのルー

ルが定められている。 

・漁船は自国の法律にしたがって操業する。 

・日韓両国がそれぞれ自国の漁船の取り締まりを行

う。 

・日韓2名ずつの委員からなる漁業共同委員会を設け，

水産資源の保護に関する事項を協議し，両国に勧告

する。 

 

しかしながら，日韓における漁法と漁期の違いから，

両国の間で漁業問題が生じている。例えば，日本は水

産資源保護の観点から，ズワイガニ漁に関しては固定

式漁法を禁止しているが，韓国側はこれを採用してい

る。また日本では4ヶ月間をズワイガニの漁期としてい

るが，韓国では6ヶ月間を漁期としている。このような

漁法と漁期の違いから，暫定水域における漁業は，事

実上韓国漁船に占有され，暫定水域の水産資源の枯渇

も懸念されている。操業ルールを統一し，水産資源の

保護，日韓漁船の安定操業を図る協定がなされれば，

日韓の漁民が公平に操業できるようになる。しかしな

がら，ナショナルアイデンティティを巡る問題から両

国の協議は進んでいないのが現状である。 

 

③ナショナルアイデンティティの象徴としての竹島 

 竹島の島根県編入について，日本側は「隠岐の住人

中井養三郎が竹島においてアシカ猟を行うため政府に

竹島の編入及び貸与を願い出た」ので，国際法上の取

得の要件（無主地主義）に拠って合法的に編入したも

のと主張している。しかし，韓国側は「竹島編入は，

植民地化の一環である」と主張する。表１は竹島編入

の前後の出来事を時系 列であらわしたものである。 

韓国にとって，日本の竹島編入は，日本の韓国侵略の

過程で行われたものであり，韓国民としてのアイデン

ティティの侵略を意味する。つまり竹島を領有するこ

とは，韓国国民としてのナショナルアイデンティティ

の回復に他ならない。 

 

【表１ 竹島の島根県編入の前後の出来事】 

 年      で き ご と 

1877年 

 

 

 

1881年 

 

 

 

 

 

 

 

1903年 

 

 

1904年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1905年 

 

 

 

 

1907年 

 

 

 

1909年 

江戸幕府の外交を引き継いだ明治政府は，

「竹島（鬱陵島）・松島（竹島）は本邦関

係これなし」と明言する。 

 

鬱陵島に多くの日本人が入り込んで森林伐

採を行っていることに気付いた朝鮮政府は

日本政府に抗議し，日本人の鬱陵島渡航を

禁止するように求める。明治政府は鬱陵島

が朝鮮領であることを確認し，鬱陵島在留

の日本人の全員の引き上げを命じる。（鬱

陵島・竹島の日本人240余名が引き上げる） 

 

中井養三郎が，リャンコ島（竹島）でのア

シカ猟にはじめて着手する。 

 

中井養三郎，リャンコ島の独占的経営をは

かるために，公権力からの同島の貸下げを

画策する。その際リャンコ島を朝鮮の領土

とみなし朝鮮政府に貸下げ願いを提出しよ

うとする。しかしながら，リャンコ島の帰

属が未確定であるという話を聞いて考えを

変え，日本政府に貸下げを願い出る。 

〇日韓議定書の締結（日本は軍事力を背景

に日本が軍事上必要な土地を接収する権限

を韓国に認めさせる）。 

〇第一次日韓協約の締結（日本政府の推薦

する財政・外交顧問の受け入れの承認） 

〇日露戦争の開始。 

 

竹島編入の閣議決定 

〇第二次日韓協約の締結（韓国の外交権を

とりあげてこれを保護国とし，さらに総監

府を漢城においた）。 

 

〇韓国皇帝を退位させるとともに，第三次

日韓条約によって，韓国の内政権をも手に

入れ，秘密協定で韓国軍隊を解散させた。 

 

〇日本政府は韓国を併合する。 

 

このように竹島問題を分析すると，領土問題は，資

源や，制度，ルールの適用範囲，民族としての歴史や 
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【資料１ 第6学年小単元「竹島問題を考える」の知識の構造図】 

（パート１ 導入） 

 

 

 

 

 

（パート２ 探求） 

 

 

 

 

 
 
 
（パート３ 意思決定） 

 

 

 

 

 

 

 

【資料２ 第6学年単元「竹島問題を考える」授業書】 

第２次 なぜ竹島をめぐって争うのか （※第1次は省略） 
目標 「領土」についての観点「資源としての領土」「共通の文化・歴史の基盤としての領土」「共通の法・制

度の範囲としての領土」に基づき，竹島をめぐる領土問題の原因について理解することで，領土問題につい
て認識する。 

     発  問 資料 児童の予想される発言，および獲得する知識 

パ
ー
ト
２
（
探
求
）」
①
【
資
源
と
し
て
の
領
土
】 

１．みなさんは竹島をみたこと
がありますか。竹島の写真を
みてどんな島だと思いまし
たか。 

 
 
・では，なぜ日本や韓国は竹島

をめぐって争うのでしょう。 
 
２．前回の学習を振り返りまし

ょう。「領土」とは何ですか。 
・この３つの観点から，竹島を

めぐる日本と韓国の争いに
ついて考えていきましょう。 

・このグラフからどんなことが
わかりますか？ 

 
・なぜ日本は小さな国なのに漁

獲量が2位なのでしょう。 
 
 
 
 
 
 
・竹島の周りではどんな水産資

源があるのでしょう。 
 

授業資料２ 
「竹島の写
真資料」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業資料３ 
「漁獲量水
揚げランキ
ング」 
授業資料４ 
「日本の排
他的経済水
域」 
授業資料５ 
「竹島のま
わりでは何
が と れ る
の？」 

・岩ばっかり。 
・緑がない。 
・崖ばかりで家や建物が建てられそうにない。 
・意外に狭い。 
・田んぼや畑もない感じ。 
 
・何か資源がとれるのではないか。 
・竹島周辺で魚がとれるのではないか。 
 
・その国の土地や資源。 
・同じルールの場所。 
・同じ言葉や文化の人が住んでいるところ。 
 
 
・日本は第2位 
・アメリカが第2位。 
・海に囲まれている国の漁獲量が多い。 
 
・海に囲まれている。 
・たくさんの島があるから，島のまわりの水産資源をと

ることもできる。 
・領土から200カイリまでの距離は排他的経済水域といっ

て魚や貝などの水産資源や鉱物資源を優先的にとった
り，開発したり，管理したりできる。 

 
・竹島の周りには「浜田三角」「大和堆」「隠岐北方」と

いう豊かな漁場があり，ズワイガニ,スルメイカ，アマ
ダイ，サバ，マイワシなどがとれる。 

 

領土とは国家の資源である。 

領土とは何か。 

 

領土とは国家の制度・ルールが適

用・優先される範囲である。 

領土とは国家の共通の文化，歴史

の基盤である。 

日本と韓国は竹島の水産資源

をめぐり争っている。 

日本と韓国は竹島周辺の漁業に関

するルールをめぐり争っている。 

日本と韓国は竹島領有の歴史的

経緯をめぐり争っている。 

領土問題は複数国家間で，資源や，制度・ルールを適用する範囲，民族としての歴史やアイデンティティを

めぐって生じる。（評価基準①） 

竹島を日韓で共同管理する。 共同管理する領海・領土について日

韓共通の制度・ルールを策定する。 

日韓両国で歴史認識に関する共同研究を行

い，共通の歴史解釈を構築する。 

領土問題を解決するには，従来の領土（国民国家）の考え方にとらわれず解決策を模索することが必要であ

る。（評価基準②） 

36 紙田路子



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     発  問 資料 児童の予想される発言，および獲得する知識 

【
共
通
の
制
度
・
ル
ー
ル
の
範
囲
と
し
て
の
領
土
】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パ
ー
ト
２
（
探
求
）
②
【
共
通
の
歴
史
・
文
化
の
基
盤
と
し
て
の
領
土
】 

・これらの水産資源は日本，韓
国どちらの国がとれることに
なっているのでしょう？ 

 
・竹島周辺の決まりはどうなっ

ているのか，見てみましょう。 
 
 
 
・この取り決めについてみなさ

んはどう思いますか。 
 
 
 
・漁業をめぐるトラブルとはど

のようなものでしょうか？ 
 
 
 
 
 
・このような状況についてみな

さんはどう思いますか。自分
の考えを述べましょう。 

 
３．なぜ日韓は領土をめぐって

争っているのでしょう。 
 今日の学習をまとめましょ

う。 
 
１．竹島をめぐる問題は「資源」

と「ルール」だけなのでしょ
うか。 

 
・竹島をめぐる歴史問題につい
て考えてみましょう。 

・みなさんはこの文章を読んで
どう思いますか。 

・「固有の領土」とは何か。資料
から考えましょう。 

 
 
 
 
・1905年に竹島はどのように島
根に編入されたのでしょう。 

 

授業資料６ 
「日韓漁業協
定による漁業
水域の設定」 
 
 
 
 
 
授業資料７ 
「ルールの違
いによるトラ
ブル」 
「漁具の違法
放棄」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授業資料８ 
「竹島に関す
る教科書の記
述」 
 
授業資料９ 
「固有の領
土」論 
 
 
授業資料10 
「1905年に竹
島はどのよう
に島根県に編
入されたか」 
 
 

・韓国が竹島を実効支配しているから韓国じゃないのかな？ 
・隠岐北方は隠岐に近いから日本じゃないのかな。 
 
・竹島周辺の広い範囲が日本も韓国も漁業ができる水域にな

っている。 
・共同の漁業水域では，各国のルールに従って漁業を行う取

決めとなっている。 
・自国の漁船だけを取り締まることができる。 
 
・竹島領有をめぐる争いのめどがなかなかつかないので，と

りあえずの処置としてはいいと思う。 
・日本と韓国の漁業のルールが違うとトラブルが起こるんじ

ゃないのかな。 
 
・韓国の漁法はそこ刺し網やかごなどで，魚を根こそぎとっ

ていくやり方。日本は持続的な水産資源の維持を前提とし
た，海にやさしい漁法。その結果，日韓で漁獲量の差が広
がっている。 

・韓国漁船が捨てた漁具がゴーストフィッシングを引きお 
こしている。 

 
・やはり共同の漁場という設定は，韓国,日本のルールがそも

そも違うから無理なのではないか。 
・日韓共通のルールをつくる必要があるのではないか。 
 
【資源としての領土】 
・日本と韓国は水産資源をめぐり争っている。 
【共通の法・制度の範囲としての領土】 
・日本と韓国は，漁業に関するルールをめぐって争っている。 
 
・ニュースで，戦争問題がよく取り上げられている。 
・竹島はもともとどちらの国のものだったのだろうか。 
 
・なぜ韓国は1952年から自分の領土だと主張し始めたのか。 
・サンフランシスコ平和条約で日本の領土だと確認されたの

にどうして，国際ルールにしたがわないのか。 
 
・「固有の領土」論とは，特定の領土が，自国が所有を宣言す

る以前にどこにも支配されたことのない土地である，とい
う意味である。 

・竹島問題にあっては，１９０５年以前に他国，つまりは韓
国が，この島を支配したことが有効に示されなければ，「固
有の領土」論が成り立つ。 

 
・中井養三郎がリャンコ島の独占的経営をはかるために，日

本政府に貸下げを願い出た。この結果竹島編入が閣議決定
された。 

・当時はロシアとの戦争の真最中で日本海海戦は重要だった。
そのなかでも重要な海戦のひとつに鬱陵島・竹島海域にお
ける戦闘があった。 

・日本はロシアとの開戦に備えて，軍事施設をつくる必要が
あった。 

・日露戦争ののち，日韓併合がなされた。 
・韓国は以前から竹島を利用していたのに，竹島併合の知ら

せを日本から全く受けていなかった。 
・韓国では竹島併合は，日本の韓国併合の一環とみなされて

いる。 
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     発  問 資料 児童の予想される発言，および獲得する知識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パ
ー
ト
３
（
解
決
の
た
め
の
意
思
決
定
） 

・なぜ韓国はサンフランシスコ
平和条約の取り決めにしたが
わないのでしょうか。 

 
 
 
 
・竹島は韓国の人たちにとっ 
てどんなものだと思います
か。 
 

１．なぜ日韓は竹島をめぐって
争っているのでしょう？竹島を
めぐる領土問題について振り返
りましょう。 
 
 
 
 
 
・領土問題はなぜ起きるのでし
ょう。 

 
２．日本と韓国が「竹島は自分
の領土だ」と主張する理由を，
それぞれの立場になって書き
ましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・それぞれの国の主張の中で「絶

対に譲れない」ところはどこ
だと思いますか。 

 
 
 
・では反対に互いの国が「ゆず
るべき」と思うところはどこ
ですか。 

 
 
３．それぞれの意見をもとにグ
ループで「竹島問題」の解決
策を考えてみましょう。 

 
 
４．「領土問題」の解決にとって
大切なこととは何でしょう 
 

授業資料⒒ 
「サンフラ
ンシスコ平
和条約にお
ける竹島の
記載」 
 
 
 
 
 
 
授業資料９ 
「固有の領
土」論 
 
授業資料10 
「1905 年に
竹島はどの
ように島根
県に編入さ
れたか」 
 
授業資料⒒ 
「サンフラ
ンシスコ平
和条約にお
ける竹島の
記載」 
 

・韓国は条約調印への作業に参加が認められなかった。（交戦国でない
から） 

・韓国は日本が放棄する島名として「独島（竹島のこと）」を明記する
ように要望したが「1905年の竹島編入の閣議決定」を根拠として却
下された。 

・納得できない韓国は海洋主権宣言を行い，いわゆる李承晩ラインの
中に竹島を取り込んだ。 

 
・戦争の傷跡。 
・侵略された記憶。 
・日本に奪われたもの。 
 
【資源としての領土】 
・日本と韓国は竹島の水産資源をめぐり争っている。 
【共通の法・制度の範囲としての領土】 
・日本と韓国は，竹島周辺の漁業に関するルールをめぐって争ってい
る。 

【共通の文化・歴史の基盤としての領土】 
・日本と韓国は竹島領有の歴史的経緯をめぐって争っている。 
 
・領土問題は複数国家間で，資源や，制度，ルールを適用する範囲，
民族としての歴史やアイデンティティをめぐって生じる。 
【日本】 
 竹島周辺は豊かな漁場であり，日本の漁業にとって重要な領土であ
る。しかしながら，韓国の違法操業や「根こそぎとる」漁法によって，
漁場が荒らされ，また韓国の武装化の恐れもあり島根の漁業は衰退の
危機にある。そもそも，竹島は1905年に，島根県に編入され，サンフ
ランシスコ平和条約で取り決められたように，国際的にも日本の領土
であると認められている。日本の主権や漁業を守るためにも，竹島を
韓国に譲るわけにはいかない。 
【韓国】 
 竹島周辺は豊かな漁場であり，古くから鬱陵島とともに，韓国の重
要な漁業拠点として利用されてきた。しかしながら，日本は1905年に
韓国の許可なく，一方的に竹島を島根県に編入した。これは歴史的経
緯からみても，韓国の植民地化の一環である。またサンフランシスコ
平和条約も，そもそも1905年の竹島編入を根拠としている限り，その
正当性は認められない。したがって竹島は韓国の領土である。 
 
【日本】 
・韓国の違法操業や「根こそぎとる」漁法。 
・韓国の武装化（こわくて日本の漁業者が近寄れない） 
【韓国】 
・日本の韓国植民地化の過程に竹島領有があること。 
 
【日本】 
・1905年の竹島編入の過程の見直し。 
【韓国】 
・違法操業の取り締まり。漁法の見直し。 
・武装化の解除。 
 
・1905 年の竹島編入や「固有の領土」論について，日韓両国で話し合

う機会を設ける。日本に非があるならばそれはきちんと認める。 
・竹島を共同管理の領土として，共通のルールを設けて漁業を行う。 
 
・領土問題の解決は従来の領土の考え方にとらわれず，互いの立場に

立って解決策を模索することが必要である。 
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アイデンティティをめぐって生じる国民国家を前提と

した政治的論争であることがわかる。領土問題を解決

するには，このように「領土問題とは何か」を明らか

にした上で，解決を目的として，政治的視点から固持

すべき点，妥協すべき点を模索すべきであろう。 

 

Ⅳ 第6学年小単元「竹島問題を考える」の開発 

 

 第6学年小単元「竹島問題を考える」は，「（パート

１）導入」，「（パート２）探求」，「（パート３）

解決のための意思決定」からなる。単元の知識の構造

図を資料２に，具体的な授業展開については資料３に

示した。 

 「（パート１）導入」では，領土問題についての課

題設定を行う。まず領土についての概念設定（「領土」

についての観点―「資源としての領土」「共通の文化・

歴史の基盤としての領土」「共通の法・制度の範囲と

しての領土」）を行い，それらをもとに日本の領土を

確定する。その際，竹島，北方4島,尖閣諸島等「日本

は領土であると主張しているが，領土の概念から考え

て，実態として領土とは言い切れない領土」があるこ

とを確かめ，なぜこのような齟齬（領土問題）が生じ

るのか課題を設定する。 

 「（パート２）探求」は，（パート１）で設定した

課題「なぜ領土問題は生じるのか」を解決する学習過

程である。具体的な事例として竹島問題を取り上げる。

実際の学習では（パート１）で設定した領土の概念を

もとに，竹島問題の原因を分析する。領土についての3

観点から「日本と韓国は竹島の水産資源をめぐり争っ

ている」（資源としての領土）「日本と韓国は，竹島

周辺の漁業に関するルールをめぐって争っている」

（共通の法・制度の範囲としての領土）「日本と韓国

は竹島領有の歴史的経緯をめぐって争っている」（共

通の文化・歴史の基盤としての領土）に集約できるで

あろう。 

 これらの事例から領土問題の概念-「領土問題は複数

国家間で，資源や，制度・ルールを適用する範囲，民

族としての歴史やアイデンティティをめぐって生じ

る」-を認識することが（パート２）のねらいとなる。 

 「（パート３）解決のための意思決定」は，領土問

題の解決策を模索する学習過程である。まず，日韓両

国の竹島領有の主張をまとめる．そこから，「絶対に

譲ることのできない点」「妥協できる点」を明らかに

し，双方が合意できる点を模索していく。「竹島の共

同管理」や「竹島の分割」等の解決策が予測されるが，

その中で子どもは，「日本国民」「韓国民」という枠

組みにのみにとらわれるのではなく，自由や平等，生

存権や社会権を享受する市民としての権利を保障する

解決策の構築をせまられることになろう．すなわち，

領土問題の解決を考えることは，これまで当然視され

てきた「国民国家」の枠組みを超えて，国際秩序の在

り方を考えようとする契機にもなる。 

 

Ⅴ 実践の考察 

 

 第6学年小単元「竹島問題を考える」は，主体的な価

値判断能力，すなわち「恣意的，あるいは一方的な価

値注入から解放され，多様な立場から公正に価値を吟

味，調整し，社会的判断を下すことのできる能力」の

育成をめざして設計した単元である。特に，従来の，

一方的で価値注入的な竹島学習の改善を図ることを目

的として，政治的視点から日本，韓国のそれぞれの立

場をとらえ解決策を吟味する学習活動を重視した。資

料2の評価基準①②によって実践を分析した結果，「多

様な立場から公正に価値を吟味，調整し，社会的判断

を下すことのできる能力」の育成には課題がみられた

が，「恣意的，あるいは一方的な価値注入から解放さ

れる」ことについては一定の成果があったと考える。 

 授業実践は島根県内の小学校第6学年を対象に行っ

た。なお，彼らはすでに前学年において，従来の，す

なわち自国中心の見方考え方に基づく「竹島学習」―

竹島の歴史，韓国の不法占拠の実態，島根・鳥取の漁

民の苦しみ，国際的にも正義と認められる日本の立場

の理解等を目的とする―を行っている。そのため事前

アンケートでは39人中32人が，竹島について「だいた

いのことを知っている」と答えた。しかしながら，そ

の内容は，ほとんどすべて（竹島の風土に関するもの

以外）が「韓国が悪い・日本は正しい」あるいは「韓

国は法に反している・日本は正義」という判断に基づ

くものとなっていた。 

 表２は第2次「なぜ竹島をめぐって争うのか」の評価

基準とそれぞれのランクの子どもの数を示したもので

ある． 

 

【表２ 第２次「なぜ竹島をめぐって争うのか」の評
価基準】（Ｍ小学校 6年 2組 15名） 

 Ａ（２） Ｂ（４人） Ｃ（９人） Ｄ（０人） 

日韓双方の
主張を領土
の 3 観点に
基づき説明
している。 

日韓双方
の主張を
領土の 3観
点のいず
れかを基
に（複数）
説明して
いる 

日韓双方
の主張を
領土の 3観
点の１つ
に基に説
明してい
る。 
 

日韓双方
の主張を
領土の 3観
点を基に
説明でき
ていない。 
 

 

「領土」についての３観点（「資源としての領土」

「共通の文化・歴史の基盤としての領土」「共通の法・
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制度の範囲としての領土」）に基づき，竹島をめぐる

領土問題の原因について説明できているかが評価のポ

イントである。 

Ｄ評価の子どもは０人であった。全員領土問題の3

観点のうちのいずれかを根拠として，それぞれの主張

を説明することができた．全員の子どもが取り上げた

のは【共通の文化・歴史の基盤としての領土】の観点

である。 

特にC評価の子どもたちは，竹島編入の歴史的過程や，

「固有の領土」論，侵略された記憶としての竹島をと

りあげ，主張を展開していた。これは現在の竹島問題

論争の縮図と言える。しかしながらこれらの子どもた

ちは，両国の「譲るべき点」「絶対譲れない点」をあ

げる次時の学習の際，「譲るべき点」をあげることが

できなかった。つまり「国民国家」の枠組みにも基づ

く歴史問題を論点とするだけでは，解決は図れないと

いうことを認識したのである。その後のグループ活動

では，Ａ評価やＢ評価の子どもの意見を取り入れ，「竹

島の共同管理」や「共通のルールの設定」，「期限付

きで竹島を領有する」というように，主に【資源とし

ての領土】や【共通の法・制度の範囲としての領土】

としての観点から解決策が提案された。もちろん，「譲

るべき点」として「まず日本があやまるべき」「韓国

は武装解除をやめるべき」等【共通の文化・歴史の基

盤としての領土】に基づく意見もみられた。実際の領

土問題の解決では，これらの3観点の調整が必要である

と思われる。 

 第3次では，第2次の領土問題の分析に基づき，解決

策について主にグループでの話し合いを通して模索し

た。その後，それぞれの子どもが「竹島問題はどのよ

うに解決できるか」について叙述した．評価基準とラ

ンクを示したものが表3である。 

 

【表３ 第３次「竹島問題はどのように解決できるか」

の評価基準】（Ｍ小学校 6年全員） 

 Ａ（8人）  Ｂ（18人） Ｃ（９人） 

領土問題の原因

をふまえ，従来

の領土の考え方

にとらわれない

合理的な解決策

を模索してい

る。 

領土問題の原因

をふまえ，解決

策を模索してい

る。 

領土問題の事実

に基づいた合理

的な解決策を見

出していない。 

 

A評価の児童は領土問題の原因から，それぞれの「譲

るべき点」を明らかにし，解決策を模索している．例

えば，韓国の譲るべき点として「漁業のルールの見直

し」を，日本については「竹島が戦争の爪痕であるこ

とを認めること」をあげ，「日本は謝るべきだし，韓

国はつりのルールを日本と同じにして仲良く（竹島を）

使えたらいいなと思います」と解決策について提案す

る叙述が見られた。B評価の児童は，日韓両国の意見の

相違は認め，「自分のことばかり言っていたら解決し

ないということがわかりました」と述べているが，ど

のように解決できるか，妥協点はどこかについては述

べていない。C評価の児童の提案した解決策は日本の立

場からのみであるものがほとんどであり，具体的な解

決策の言及もなかった。 

 このように，「資源」「制度・ルールを適用する範

囲」「民族としての歴史やアイデンティティ」という3

観点を取り入れ，領土問題を分析したことは，「恣意

的，あるいは一方的な価値注入から解放される」とい

う点においては評価できる。しかし，「多様な立場か

ら公正に価値を吟味，調整し，社会的判断を下すこと

のできる能力の育成」の点では課題が残った。（パー

ト３）では，両国の「譲れない点・譲るべき点」を明

らかにした上で，妥協点を見出す学習を行ったが，自

国中心の考え方から離れられなかったり，自己に関わ

る問題として切実に捉えることができなかったりした

子どもが見られた。第2次の評価の結果から，これらの

子どもが韓国側の見方を理解していなかったわけでは

ないことはわかる。しかし，それが公正な判断には結

びつかなかった。子どもは，自分にとって文脈化され

た問題を学ぶ中で，自身の言語を生み出すために意味

のある知識の統合と生産を行っていく（８）。この意味

からすれば，公正な判断の基準となる意識的な知識の

再構成，再構築には，多様な社会認識のみならず，価

値認識，情緒や感情面の醸成も必要であると考える。 

 

Ⅵ 研究の成果と課題 

 

 本研究の成果として以下の2点をあげることができ

る。 

 第1は，主体的な価値判断能力の育成をめざした小学

校社会科授業の実際について提案したことである。社

会的事象や判断を「事実」ではなく，ある立場からの

「解釈のひとつ」ととらえ，その解釈の背後にある背

景や原因を分析することで，子どもは一方的な立場で

はなく多様な立場から社会問題をとらえられることが

明らかとなった。 

 第2は，「国民国家」の一員ではなく，国際社会に生

きる市民として，論争を分析・吟味する視点を取り入

れた領土問題学習を提案した点である。領土問題をは

じめとする国際紛争問題の解決は，「自国民によって

よりよい解決をめざす」という視点ではなく，「自国

民のみならず，紛争に関わるすべての人々にとってよ
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りよい解決をめざす」ものでなければならない。本授

業において子どもが提案した領土問題の解決策は，稚

拙で実現に乏しいものかもしれないが，自分たちの利

益だけでなく，韓国民の納得をも考慮して解決策を考

えるという態度を育成した点に意義がある。 

 しかしながら，「国民国家」としての枠組みでのみ

判断を下したり，竹島問題を自己に関わる切実な問題

としてとらえられなかったりした子どももいた。この

課題の解決について，金 鍾成の「教科書を媒体とす

る『真正な対話』」の研究は示唆に富む（８）。一方向

的な「他者理解」だけではなく，双方向的な「他者理

解」を通してこそ，子どもは自己の中に多様な「他者」

を形成することができるのではないだろうか。またそ

うした「他者」との自己内対話を通してこそ，公正な

判断の基準となる知識の再構成がなされるのではない

か。 

領土問題はその国の歴史，経済，政治が複雑に絡み

合う問題でもある。この問題により深くかかわってい

くためには，それらの知識的基盤が必要不可欠である。

領土問題学習においては，これらの知識を，「他者と

自己との双方向的な知識」として獲得していくことが，

必要であると考える。 

 このような公正な判断基準となる，双方向的な社会

認識を保障する社会科カリキュラムを設計することが

今後の課題である。 
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This study examines the values judment of students in an elementary school social studies 

class and proposes the construction of social studies lessons to develop value judgement.Previous 

studies on this subject have proposed that social studies lesson plans can foster the formation of 

values to avoid unintentional indoctrination.However these propositions have not fully reflected 

in all scholl education such as “Takeshima Issue” lesson.Therefore, this study has two main 

points sighnficance. 

First for the purpose of the formation of values, this  study proposes a construction princile 

for elementary school.Seconad, based on the above princicles , to  develop volunteering values in 

children, this study intruduces a possible lesson plan for the 6th grade, “TAKESHIMA issue”.After 

practice, the children understood the values judments behind the social deicision involved in 

“Takeshima issue” and can form a consensus through the negotiations. 
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